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山添村古文書調査だより
奈良大学文学部史学科研究チームと山添村教育委員会による共同調査・研究

2024年9月10日（火）
～11日（水）の2日間に
わたって、山添村教育
委員会のご協力で古文
書調査を実施すること
ができました。奈良県
山辺郡山添村での古文
書調査は、19回目とな

りました。
今回も調査場所として山添村生涯学習施

設 東豊館（東豊ベース）を使用させてい
ただくことができました。
整理したのは、作業が途中になっていた勝

原区有文書と新たにお借りした葛尾観音寺文
書です。
勝原区有文書は、近代の公的な文書が中心

で農業関係、土木関係、生活改善運動関係な
どの簿冊が多数ありました。
観音寺は、真言宗の御室派に属する寺院で

した。三和流神道の伝法灌頂に関する印信な
どが残されていました。
複数の末寺があったようで、葛尾観音寺文

書には、本寺の仁和寺や末寺との間で交わさ
れた近世文書もありました。宝暦 6年（1756）
に作成された大野寺（現・宇陀市）が、寺の
由緒とともに、現時点での窮状を訴え、1 石
あたり 1合の赦免か夏秋の「初尾」徴収を許
してもらいたいと願い出た際の文書もありま
した。

また、嘉永 7 年（1854）6 月に発生し、伊
賀上野城も含めて多大な被害があった伊賀上
野地震にともなって作成された書状もありま
した。これは、8 月になってようやく本寺の
仁和寺に被害状況を報告するために書かれた
書状の下書きでした。ここには、14 日夜半
に「大地震」が発生し、20 日まで余震がや
まなかったこと、本堂・庫裏の屋根瓦が落下
し、石垣が崩落したこと、本尊はいち早く救
出し損傷がなかったことなど、当時の状況が
生々しく報告されていました。嘉永 7 年
（1854）は、この後に南海トラフを震源とす
る、安政東海地震や南海地震も発生しており、
災害史のなかでも注目されている時期にあた
ります。伊賀上野地震の被害を当事者が記し
た本史料は歴史災害の研究にも資する貴重な
史料だといえます。
仁和寺から末寺から納められた「灌頂御助

成」銀の受取書も複数点が残されていました。
性信法親王七百五十回遠忌などの節目に仁和
寺では大規模な法会が行われており、そのた
めの資金として末寺に献納を求めていたよう
です。仁和寺から大和国の末寺へ、そして葛
尾観音寺から蓮照院・長刀寺へと、こうした
資金提供を求める触れが伝
達されていた様子もわかり
ます。
また、「巳六月廿日」に「神

仏混淆」状況について調査
と報告を求める廻状の写し
も残されていました。内容
から「巳」は明治 2年（1869）
のものとわかります。ここ
では、京都府と智積院から
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調査を命じられ、それ
にともない「城和村々」
でも詳細調査が命じら
れていたようです。近
代初頭における奈良県
内における神仏分離の
実態をうかがわせる貴
重な史料ということが
できそうです。

弘法大師の板木も残されていましたが、こ
れは摺ってお札などをつくるために使われた
ものと思われます。

このほか、寺
院関係の文書だ
けでなく、葛尾
区で作成保管さ
れていた近現代
の公文書も多数
含まれていま

す。そのなかには、昭和 30～ 40年代の国民
年金手帳や、昭和 50 年代の国民年金保険料
の領収証も、束になって残されていました。
本来ならば、個人の手元に残されて然るべき
これらの文書が、なぜ区有文書として保管さ
れてきたのか、戦後における大字自治の行政
機能を考えるうえで興味深いところです。

今回も日帰りのため作業時間も少なくな
りましたが、参加学生のみなさんの努力に
より、調査は予想以上に進捗しました。
勝原区有文書で整理をしたのは、箱３～

９、計 403 点（作業終了）、箱 10 計 18 点
（作業途中）、葛尾観音寺文書は箱１～３
計 369 点。2 日間で総計 790 点のカードをと
ることができました。
調査参加者は、本学学生有志延べ 42 名

（10 日は 22 名、11 日は 20 名）です。こ
うした古文書の整理作業は初めてという 1
年次生の参加もありましたが、次第にくず
し字で書かれた古文書を読み、カード化す

る作業にも
慣れてきた
ようで、 2
日目にはか
なりの量の
史料を整理
してくれま
した。
教員は井岡康時、河内将芳、木下光生、
外岡慎一郎、森川正則、村上紀夫の5名が
あたりました。
山添村での調査は今後も継続していきた

いと考えています。調査にあたって便宜を
図って下さったご所蔵者と山添村教育委員
会の皆様にお礼申し上げます。
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